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大阪第二運輸所では、総務科及び運転科カウンターに
●●委員会ではなく会社が実施している「職場業務改革
アンケート」の回収箱が設置されています。

このアンケート実施の狙いは、会社が労働基準監督署
に規程類の訂正に伴う超勤未払いついて、報告をするた
めの対策です。

乗務員のみなさん！規程の訂正は、すべて労働時間
内で完了していますか？

以下、《注意すべき質問です》

① No.６「到着点呼後～労外までの時間に特にする業務がない
時間がありますか？」

② No.７「到着点呼後～労外までの時間に特にする業務がない
時間は、どの様に過ごしていますか？」

③ No.８「赤本やブロック図などの訂正作業はいつやっています
か？」

④ No.10 「赤本やブロック図などの訂正作業は何処でやって
いますか？」

No.６と No.７は、「到着点呼後～労外」までの時間に規程類
の訂正行わせるための質問です。自分で自分の首を絞めること
は止めましょう！

規程の訂正は、 JR 他社のように超勤扱いとするか、訓練
時間内で行うことを要求しましょう！！
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